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平成２６年第１回宇治田原町議会定例会 

議 事 日 程（第１号） 

平成２６年３月６日 

午 前 １ ０ 時 開 議 

 日程第１  会議録署名議員の指名 

 日程第２  会期の決定 

 日程第３  諸報告 

 日程第４  議案第１９号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 日程第５  議案第１０号 宇治田原町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償 

              等に関する条例及び宇治田原町消防団員等公務災害補償条 

              例の一部を改正する条例を制定するについて 

 日程第６  議案第１３号 宇治田原町社会教育委員設置条例の一部を改正する条例を 

              制定するについて 

 日程第７  議案第１７号 宇治田原町浄化槽整備推進事業減債基金の設置、管理及び 

              処分に関する条例を廃止する条例を制定するについて 

 日程第８  議案第１８号 宇治田原町営土地改良事業（平成２５年災害復旧事業）の 

              実施について 

 日程第９  議案第 １号 平成２６年度宇治田原町一般会計予算 

 日程第10  議案第 ２号 平成２６年度宇治田原町国民健康保険特別会計（事業勘 

              定）予算 

 日程第11  議案第 ３号 平成２６年度宇治田原町後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第12  議案第 ４号 平成２６年度宇治田原町介護保険特別会計予算 

 日程第13  議案第 ５号 平成２６年度宇治田原町奥山田地区簡易水道事業特別会計 

              予算 

 日程第14  議案第 ６号 平成２６年度宇治田原町公共下水道事業特別会計予算 

 日程第15  議案第 ７号 平成２６年度宇治田原町水道事業会計予算 

 日程第16  議案第 ８号 宇治田原町まちづくり総合計画策定条例を制定するについ 

              て 

 日程第17  議案第 ９号 宇治田原町奥山田ふれあい交流館の設置及び管理に関する 

              条例を制定するについて 

 日程第18  議案第１１号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する 
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              条例の一部を改正する条例を制定するについて 

 日程第19  議案第１２号 宇治田原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

              を制定するについて 

 日程第20  議案第１４号 宇治田原町町内雇用促進条例の一部を改正する条例を制定 

              するについて 

 日程第21  議案第１５号 宇治田原町水道事業給水条例の一部を改正する条例を制定 

              するについて 

 日程第22  議案第１６号 宇治田原町公共下水道使用料及び手数料条例の一部を改正 

              する条例を制定するについて 

 日程第23  予算特別委員会の設置について 

 

１．出 席 議 員 

      議 長    １２番  田 中   修  議員 

      副議長     １番  垣 内 秋 弘  議員 

              ２番  上 林 昌 三  議員 

              ３番  青 山 美 義  議員 

              ４番  安 本   修  議員 

              ５番  今 西 久美子  議員 

              ６番  原 田 周 一  議員 

              ７番  谷 口 重 和  議員 

              ８番  山 内 実貴子  議員 

              ９番  奥 村 房 雄  議員 

             １０番  内 田 文 夫  議員 

             １１番  稲 石 義 一  議員 

 

１．欠 席 議 員     なし 

 

１．地方自治法第１２１条の規定により会議事件の説明のため出席を求めるものは次のと

おりである。 

町 長 西  谷  信  夫  君 

教 育 長 西  出  維久雄  君 
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総 務 課 長 山  下  康  之  君 

理事兼企画・財政課財政課長 小  西  基  成  君 

企画・財政課企画課長 馬  場    浩  君 

会 計 管 理 者 兼 

税 務 ・ 会 計 課 長 
大  江  輝  博  君 

戸 籍 ・ 保 険 課 長 長谷川  みどり  君 

福 祉 課 長 奥  谷    明  君 

健 康 長 寿 課 長 谷  村  富  啓  君 

建設・環境課建設課長 黒  川    剛  君 

建設・環境課環境課長 青  山  公  紀  君 

産 業 振 興 課 長 清  水    清  君 

上 下 水 道 課 長 野  田  泰  生  君 

教 育 次 長 光  嶋    隆  君 

教 育 課 長 中  辻    正  君 

 

１．職務のため出席した事務局職員は次のとおりである。 

事 務 局 長 久野村  観  光  君 

庶 務 係 長 廣 島 照 美 君 

────────────────────────────────────────── 
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開  会   午前１０時００分 

○議長（田中 修） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は１２名であります。定足数に達しておりますので、ただいまか

ら平成２６年第１回宇治田原町議会定例会を開会いたします。 

  なお、町広報担当課及び新聞各社によります写真撮影を許可しておりますので、ご報

告いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

────────────────────────────────────────── 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（田中 修） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、１番、垣内秋弘

君と１０番、内田文夫君を指名いたします。 

────────────────────────────────────────── 

◎会期の決定 

○議長（田中 修） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。本定例会の会期は本日から３月２８日までの２３日間にいたした

いと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 異議なしと認めます。よって会期は本日から３月２８日までの

２３日間と決しました。 

  会期中の予定については、お手元に配付の定例会日程表のとおりであります。 

────────────────────────────────────────── 

◎諸報告 

○議長（田中 修） 日程第３、諸報告を行います。 

  会議規則第１２９条の規定により行われました議員派遣につきましては、お手元に配

付したとおりでございます。 

  議長において受理いたしました要望書１件、陳情書１件は、配付のとおりでございま

す。各議員におかれましては、十分にご高覧いただきますようお願いいたします。 

  これで諸報告を終わります。 

  ここで町長より発言を求められておりますので、これを許します。町長。 

○町長（西谷信夫） 皆さん、おはようございます。 
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  ３月議会定例会開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

  ことのほか厳しかった寒さもようやくやわらぎ、春の息吹を感じる季節となってまい

りましたが、本日は尐し寒さが戻ったようでございます。 

  議員各位におかれましては、ご健勝にてご活躍のこととお喜びを申し上げますととも

に、平素から宇治田原町政の推進に何かとご理解、ご尽力を賜っておりますことを心か

らお礼を申し上げます。 

  本日は、平成２６年第１回宇治田原町議会定例会を招集させていただきましたところ、

議員各位の皆様におかれましては、公私とも大変お忙しい中御参集を賜り、ここに開会

できますことを心から厚くお礼を申し上げる次第でございます。 

  振り返ってみますと、多くの住民の皆様からのご支援によりまして、歴史と伝統に培

われた宇治田原町の第１６代町長として町政を担わせていただき、早くも１年が経過し

たところでございます。 

  この間の多くの住民の皆様からの心温まるご支援、ご厚情に心から感謝を申し上げま

すとともに、日頃から町政発展のためにご尽力をいただいております町議会議員各位に

対しまして、心から厚くお礼を申し上げる次第でございます。 

  それでは、平成２６年度予算をはじめ、諸議案をご提案申し上げます前に、町政運営

に臨みます私の所信の一端を述べさせていただき、議員各位並びに住民の皆様のご理解

とご協力を賜りたいと存じます。 

  私は、住民の皆様からご信託を受けるに当たり、まちづくりにおける「基本理念」と

３つの基本姿勢、３つのまちづくりの基本的な視点に立った具体的な施策について住民

の皆様にお約束をさせていただきました。 

  宇治田原町は、これまで、先輩諸氏のたゆまぬ努力で、幾多の困難を乗り越え、茶文

化のまちとして発展を遂げてまいりました。今を生きる私たちの最大の責任は、先人の

功績に報いるため、２０年、３０年、５０年先もこのまちに住む人が住んでよかったと

いう幸せが実感できるまちづくりを実現することであると考えておるところでございま

す。 

  その実現のために、地域の人たち同士の絆、それを支える役場の職員間の絆、そして

地域の人たちと役場の職員との絆、この３つの絆をしっかり結び合って、この町に住む

人はもちろん、町外の人からも「好きやねん うじたわら」と言っていただけるまちづ

くりを「基本理念」として町政の運営に臨んでまいる所存でございます。 

  この基本理念のもと、「国や山田京都府政と協調し、住民目線で住民の気持ちに立っ
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た町政運営を進めること」、「住民・事業者と行政があらゆる地域資源を活用し、個性

を引き出し、知恵を出し合い協働してまちづくりを進めること」、「地方分権を推進し、

行財政改革を徹底し、自主・自立が可能なまちづくりを進めること」という３つの基本

姿勢、「未来に希望と責任」、「くらしに安心安全」、「行政に信頼と真心」という

３つのまちづくりの基本的な視点に立ちまして、町政のさらなる発展のため、全力を傾

注してまいる所存でございます。 

  さて、我が国の経済は、一昨年に発足した第２次安倍内閣が掲げた経済政策、いわゆ

るアベノミクスの効果により、長年続いたデフレ経済を脱却しつつあり、緩やかではあ

りますが景気回復の兆しが見え始めていると言われているものの、地域で実感できるま

でには至っていないところも感じます。 

  内閣府の２月の月例経済報告では、物価の判断を「穏やかに上昇している」とし、景

気の基調判断は「穏やかに回復している」としながらも、「海外景気の下振れが、引き

続き我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、消費税率引き上げに伴う駆

け込み需要及びその反動が見込まれる」とされているところであり、ＴＰＰ交渉に伴う

農政改革、安全保障や近隣諸国との外交問題など、国内外に多くの課題を抱えたままで、

先行きは不透明であり、これからの課題の動向やその影響を引き続き注視する必要があ

ります。 

  また、継続的な課題として、未だ道半ばの東日本大震災の復興、人口減尐、尐子高齢

社会を背景とした医療、介護、年金といった持続可能な社会保障制度の確立など極めて

重要な課題解決も急務となっております。 

  安倍内閣には、ぜひこれらの課題に立ち向かい、真の景気回復、安定的な経済成長を

軌道に乗せ、誰もが安心して暮らせる活力ある日本を構築すべく、早期に具体的な成果

を上げられることを期待するところであります。 

  次に、本町の財政状況についてでございますが、平成２４年度決算におきましては、

実質単年度収支につきましては若干の赤字額を計上いたしましたが、概ねの収支バラン

スは確保できたものと考えております。 

  町税収入は、景気の低迷等によりほぼ同水準にとどまった一方、扶助費がこの１０年

間で４倍弱となり、５億円を超える額となっております。さらに、歳出全体に占める義

務的経費の割合は５１．３％と、依然として高い水準となっております。 

  また、財政の弾力性を示す経常収支比率においても８７．４％と、依然として高い水

準となっております。 
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  税収につきましては、今回提案をさせていただいております平成２６年度予算におき

ましては、固定資産税において償却資産の伸びを見込み増額計上をしておりますが、法

人町民税は、２５年度決算見込みから若干の減額を見込んでおり、町税全体においては、

前年度とほぼ横ばいの予算計上となります。 

  ２６年度においても、財政状況の厳しさは予断を許すものではありませんが、今後の

本町のまちづくりの根幹をなす重要施策や、住民生活に直結する重要な事業に積極的か

つ効果的に財源を投入し、課題の解決に向け取り組んでまいりたいと考えております。 

  本町では、これまで４次にわたる行政改革大綱により、行財政改革の取り組みを着実

に推進し、健全財政の確立に努めてきたところですが、昨年制定しました第５次行政改

革大綱及び同実施計画に基づき、限られた財源の中で知恵を絞り、行財政改革を推進し

てまいりたいと考えているところでございます。 

  このような中、町の将来像である「心をつなぎ ともに創る 茶文化のまち」の実現

を目指した第４次まちづくり総合計画の着実な推進に向け、限られた財源を有効に活用

して、住民生活に直結する真に必要な事業を着実に実施してまいりたいと考えておりま

す。 

  これら重要施策の具現化を目指すとともに、併せて住民の皆様にお約束をさせていた

だいた施策の実現のため、「安心・安全対策」「まちづくり・成長基盤整備対策」「産

業・観光振興対策」「福祉・健康長寿対策」「教育対策」の５つの項目を重点的取り組

みと位置づけ、平成２６年度予算は前年度比７．２％増の積極的な予算編成を行ったと

ころでございます。 

  それでは、平成２６年度の重点的取組について、各項目ごとにご説明をさせていただ

きます。 

  まず、安心・安全対策についてであります。 

  耐震性能の不足が指摘されておりました役場庁舎について、行政需要の増大や業務の

多様化に対応し、また１万住民の生命と財産を守るための危機管理機能を備えた防災拠

点となる庁舎とするため、新たな庁舎建設の準備を進めてまいります。 

  また、本年度は、将来を展望した施設のあり方やまちづくりも踏まえつつ、建設に係

る基本構想及び基本計画を策定してまいります。 

  また、近年頻発する集中豪雨による河川の氾濫、決壊等が各地で発生しているところ

ですが、本町におきましても、町が管理する普通河川を対象に、浸水被害を低減するた

めの拡幅工事や老朽化した護岸の改修工事を年次計画作成の上実施し、住民の皆様の安
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心・安全の確保に取り組んでまいります。 

  さらには、土砂災害が発生した場合において、林地内にある伐倒木等が流れ出すこと

による人家等への被害拡大が懸念されていることから、これらの危険な伐倒木等に対し、

滑落や流出防止対策等を施す事業を緊急に実施してまいります。 

  「自分たちの地域は自分たちで守る」という自覚と連帯感に基づき、災害時における

「自助・共助」の考え方を実践していただいている自主防災組織については、本年度、

資機材整備に係る経費についての助成を大幅に拡充してまいります。 

  また、尐年期から火災・災害を予防する方法を地域で学ぶことは、将来の地域防災を

支える人づくりに重要であることから、自主防災組織でのキッズ防火隊の発足を支援し

てまいります。 

  その他、宇治田原町交番の新築により、町に返還された旧田原交番跡地において、町

内産材を活用した青色回転灯付（仮称）安心安全防犯ステーションを整備し、住民の皆

様が引き続き安心・安全に暮らせることができるよう、総合的かつ有機的な防犯活動を

推進してまいります。 

  次に、まちづくり・成長基盤整備対策についてであります。 

  平成２３年に「地方自治法の一部を改正する法律」が公布され、まちづくりにおける

基本構想の法的な策定義務がなくなり、策定等については町の独自の判断に委ねられる

こととなりましたが、今後とも計画的な行政運営を行うためには、各行政分野の上位計

画となる「総合計画」の策定は必要との認識のもと、平成２７年度で計画期間が終了す

る第４次まちづくり総合計画にかわり、平成２６年度と２７年度をかけて、第５次まち

づくり総合計画を策定することといたします。 

  また、平成１９年度に宇治田原小学校と統合し、閉校となった旧奥山田小学校につき

ましては、調理室や老人憩いルーム、多目的会議室等を備えた宇治田原町奥山田ふれあ

い交流館として、子供から高齢者までが集える地域のコミュニティー空間として、また

住民の皆様が主体的に行うまちづくり活動の拠点として活用できるよう管理運営を行っ

てまいります。 

  宇治田原山手線建設は、国道３０７号の渋滞緩和や災害時等におけるバイパス機能、

まちづくりにも関わる本町の最重要課題の一つであります。 

  先般、早期完成に向けて、住民の皆様が主体となった「都市計画道路宇治田原山手線

の早期完成を求める住民会議」を設立していただき、今後京都府等への要望活動におい

ても大変心強く、感謝申し上げる次第であります。 
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  当該路線における国道３０７号以北の１．２ｋｍにつきましては、ネクスコ西日本が

進める新名神高速道路建設用道路工事と歩調を合わすことで、早期の道路供用と財政的

負担の軽減を図ることができますことから、本年度より事業着手してまいります。 

  また、新名神高速道路が平成３５年度完成に向けて取り組みが進められている中、し

っかりと住民の皆様と対話して対応していくとともに各種交通量調査や交通動態の把握

を行い、新たな町内交通動態の確保とまちづくりの誘導軸となる道路ネットワークの整

備に向けて検討を行ってまいります。 

  私たちは、有限である資源を効率的に利用するとともに、再生産を行って、持続可能

な形で循環させながら次代につないでいかなければなりません。 

  こうした資源循環型社会の実現を目指して、ごみの減量化、水資源の有効利用及び再

資源化等を目的として、これまでの生ごみ処理容器に加え本年度より新たに雨水貯留整

備の購入に対しても助成を行ってまいります。 

  また、ごみの減量化や再資源化等を推進するため、平成２７年１月から城南衛生管理

組合管内においても、新たにプラマーク容器包装物の分別収集をお願いすることになっ

ておりますことから、実施に当たりましては住民の皆様への十分な分別の周知と啓発を

行ってまいります。 

  次に、産業・観光振興対策についてであります。 

  町域の約８割を森林が占める本町において、町内産材の活用は重要課題の一つです。 

  本年度、利用者の利便性・快適性の向上のため、バス事業者が行う町内産材を活用し

たバス停整備に対して支援を行い、路線バスの利用促進はもとより町内産材の活用促進

を図ってまいります。 

  また、湯屋谷の大福区域に広がる約１０ヘクタールの「大福集団茶園」は、茶園造成

後約４８年が経過しており、茶樹の老齢化による減収に加えて、急傾斜地形で、農作業

効率も悪く労働生産性の低い茶園であるため、京都府や本町などで取り組む「宇治茶の

基盤整備プロジェクト事業」によりモデル地域の指定を受けた中で今後再造成を実施し、

茶どころ宇治田原として、更なる宇治茶の生産振興を図ってまいります。 

  一方、年間１万人が訪れ、本町の豊かな自然と親しむことができるレクリエーション

活動の場、自然と触れ合いの場として主要な施設である「末山・くつわ池自然公園」に

ついては、利用客へのサービス向上や利用促進を図るため、トイレの改修や公園内の道

路整備を進めてまいります。 

  さらに、こうした町内にある自然公園の充実や文化、歴史などの観光資源、あるいは
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これまであまり注目されていなかった地域資源の掘り起しを行い、新たな複合的観光資

源としての枠組みを構築することで、地域産業の活性化や住民の皆様が地域へ誇りと愛

着を感じていただくことができるよう、新たに「観光振興計画」を策定いたします。 

  その他、町内事業者が町内在住者を正規職員として雇用する場合の支援についても期

間を延長し、引き続き実施することで雇用創出を促進するとともに、町内の商店、中小

企業の競争力や販売力強化に資するための経営改善や販路拡大等への助成制度について

も、引き続き実施してまいります。 

  次に、福祉・健康長寿対策についてであります。 

  障がいを持つ方とそのご家族にとって、住み慣れた地域社会で自立した生活と自己実

現を図ることは大きな願いであります。 

  障がいを持つ方が、地域での生活を安心して送ることができるよう、町内の社会福祉

法人が新たに開設する、障がい福祉サービスを複合的・総合的に提供する施設の整備費

用について支援を行い、障がい者福祉の充実を図ってまいります。 

  また、高齢者のふれあいと憩いの場であるやすらぎ荘の浴室設備について、町内産材

を活用した改修を行い、木のぬくもりのある快適な浴室空間を創造し、高齢者の居場所

づくりと健康づくりを進めてまいります。 

  近年、非正規労働者や低所得者層の増大など、子育て世代を取り巻く環境は非常に厳

しくなりつつある一方で、教育費など子育てに係る経済的負担は非常に重いものとなっ

ています。 

  子どもを安心して生み育てやすい環境づくりを推進するため、これまでから実施して

いる保育料の第３子無料化の対象児童を小学生まで拡大し、多子家庭における経済的負

担の軽減を図ってまいります。 

  また、町立保育所に通う子どもたちの安全を確保し、安心して保育所に預けていただ

けるよう、保育所の入り口門扉に電気錠を設置するなど、外部からの不審者侵入の防止

強化を図ってまいります。 

  近年、生活水準の向上や医学の進歩により長寿化が進んでいますが、健康で生き生き

とした生活を送ることができてこそ、初めて長寿を喜ぶことができるものであります。 

  日本人の死亡原因の第１位である「悪性新生物（がん）」の早期発見・早期治療を図

るため、これまで各種がん検診について助成を行ってまいりましたが、本年度より前立

腺がんについても新たに助成対象にし制度の拡充を図ってまいります。 

  また、介護保険事業につきましては、本年度より、小規模多機能型居宅介護と訪問看
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護の複数サービスを組み合わせた複合型サービスに対する保険給付に対応するなど、要

介護者の持つ能力に応じて、住みなれた地域で自立した日常生活を営むために、個々の

ニーズに合ったサービス内容の充実を図ってまいります。 

  次に、教育対策についてであります。 

  本町においては、小学校の児童のほとんどが維孝館中学校へ進学する状況から、実質

的に小中一貫教育を可能とする土壌があります。 

  平成２５年２月の小中連携・一貫教育のあり方検討会議のまとめを踏まえ、目指す子

ども像の実現を目指すため、小・中学校の義務教育９年間を見通し、子供たちの育ちと

学びを連続的に捉え、継続的で一貫性のある教育を進めてまいります。 

  加えて、生徒指導上の問題や不登校問題、いじめ防止対策推進法等に係る対策、小中

一貫教育を総合的かつ効果的に推進するため、割愛教員を教育委員会に配置し、小中学

校を支援する体制の強化を図ってまいります。特に小中一貫教育では、保護者や地域住

民の皆様に学校運営への参画や情報発信等を推進してまいります。 

  今日、グローバル社会において、子どもたちが英語能力を身につけることは大変重要

となっていることから、中学生が英語検定の合格を一つの目標とすることで、学習意欲

を高めることができるよう、本年度より英語検定費用を全額補助してまいります。 

  また、町内小・中学生を対象に、郷土愛を育み、宇治田原町に対する再認識、再発見

をしてもらえるよう、「私たちの宇治田原」をテーマにした俳句を募集する新たな文化

事業を実施してまいります。 

  幼児期における読み聞かせは、豊かな心を育み、一生の宝物となる大変重要なもので

あることから、子供たちを対象に読み聞かせを行っていただくボランティアの育成及び

レベルアップを目的とした養成事業を実施してまいります。 

  また、小・中学生時代における読書についても、読解力を伸ばし、思考力の土台とな

る重要なものであることから、学校図書の蔵書の充実を図るとともに、児童・生徒一人

ひとりが読書に親しみやすい環境整備のため、引き続き小・中学校図書室に図書館司書

を配置してまいります。 

  以上、２６年度の町政運営に臨みます私の所信の一端と主要施策の概要につきまして、

特に重点施策と新規施策を中心に申し述べさせていただきました。 

  施策の推進にあたりましては、冒頭にも申し上げましたとおり、国及び山田京都府政

と協調し、３つの絆がしっかり結び合って、このまちに住む人はもちろん、町外の人か

らも「好きやねん」と言っていただけるまちづくりに全力で尽くす決意でございます。 
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  何卒、議員各位並びに住民の皆様の一層のご理解とご支援をふるさと宇治田原町のま

ちづくりに賜りますようお願いを申し上げまして、私の施政方針とさせていただきます。 

  なお、本日提案させていただきます議案は、平成２６年度一般会計当初予算案をはじ

めとする予算関係７件、条例関係１０件、一般議案１件、人事関係１件の合わせて

１９件でございます。それぞれの議案内容につきましては、後ほど提案説明をさせてい

ただきますが、どうかよろしくご審議をいただきましてご可決賜りますようお願い申し

上げまして、開会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。 

────────────────────────────────────────── 

◎議案第１９号の上程、説明 

○議長（田中 修） 日程第４、議案第１９号、人権擁護委員候補者の推薦についてを議

題といたします。 

  提出者より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（西谷信夫） それでは、議案第１９号につきまして御説明を申し上げます。 

  議案第１９号、人権擁護委員候補者の推薦につきましては、現人権擁護委員の谷川利

明氏の任期が本年６月３０日をもって満了となりますことから、法務大臣に対して同氏

を再度推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の同意を求める

ものでございます。 

  谷川氏におかれましては、平成１７年４月から現在に至るまで、人権擁護委員として

長年のご経験によって培われた手腕を発揮していただいており、人格が高潔にして信望

厚く、地域の実情にも明るく、高い見識をお持ちの人権擁護委員として最適任者である

ことから、候補者として推薦させていただきたいと考えておるところでございます。 

  以上、よろしくご審議を賜り、ご同意いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（田中 修） 提案理由の説明が終わりました。 

  ただ今議題となりました議案第１９号につきましては、本日は説明にとどめ、質疑は

次回といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 異議なしと認めます。よって、質疑は次回とすることに決しました。 

────────────────────────────────────────── 

◎議案第１０号、議案第１３号、議案第１７号、議案第１８号の一括上

程、説明、質疑 

○議長（田中 修） 日程第５から日程第８まで、議案第１０号、議案第１３号、議案第
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１７号及び議案第１８号までの４議案を一括議題といたします。 

  提出者より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（西谷信夫） それでは、議案第１０号、第１３号及び議案第１７号から第１８号

までの４議案について説明を申し上げます。 

  議案第１０号、宇治田原町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例及び宇治田原町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を制定するにつ

きましては、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律が改正さ

れたことに伴い、地方公務員災害補償法第３０条の２第１項第２号が改められたため、

宇治田原町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び宇治田原

町消防団員等公務災害補償条例の２条例につきまして、所要の改正を行うものでござい

ます。 

  続きまして、議案第１３号、宇治田原町社会教育委員設置条例の一部を改正する条例

を制定するにつきましては、社会教育法の改正に伴い、所要の改正を行うものでござい

ます。 

  改正内容は、文部科学省令第２５号にて示された参酌すべき基準により、本則に委員

構成に関する表記を加えるものでございます。 

  続きまして、議案第１７号、宇治田原町浄化槽整備推進事業減債基金の設置、管理及

び処分に関する条例を廃止する条例を制定するにつきましては、町が国庫補助事業とし

て執行する浄化槽整備事業に対し、京都府が交付する生活排水処理対策費補助金を、町

債返済のため積み立てることを目的に設置したものですが、浄化槽整備事業が補助要件

を満たさなくなったことにより、今後の補助金の交付が見込めないため、平成２５年度

末で廃止をするものでございます。 

  続きまして、議案第１８号、宇治田原町営土地改良事業（平成２５年災害復旧事業）

の実施につきましては、平成２５年９月１５日から１６日に発生した台風１８号豪雨災

害により被災した農地農業用施設の復旧工事を町営土地改良事業として実施するため、

土地改良法第９６条の４第１項において準用する同法第８８条第１項の規定により、議

会の議決を求めるものでございます。 

  以上、よろしくご審議、ご可決賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（田中 修） 提案理由の説明が終わりましたので、各議案に対する質疑を行いま

す。 

  議案第１０号に対する質疑を行います。ございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 議案第１０号に対する質疑を終わります。 

  議案第１３号に対する質疑を行います。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 議案第１３号に対する質疑を終わります。 

  議案第１７号に対する質疑を行います。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 議案第１７号に対する質疑を終わります。 

  議案第１８号に対する質疑を行います。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 議案第１８号に対する質疑を終わります。 

  以上で、各議案に対する質疑を終わります。 

  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第１０号及び議案第１８号の

２議案は、総務産業常任委員会に、議案第１３号は、文教厚生常任委員会に、また議案

第１７号は、補正予算特別委員会に、それぞれ付託することにいたしたいと思います。

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 異議なしと認め、ただいま申しましたとおり、４議案につきまして

は、総務産業常任委員会、文教厚生常任委員会並びに補正予算特別委員会に付託するこ

とに決定いたします。 

────────────────────────────────────────── 

◎議案第１号～議案第９号、議案第１１号、議案第１２号、議案第

１４号～議案第１６号の一括上程、説明、質疑 

○議長（田中 修） 日程第９から日程第２２まで、議案第１号から議案第９号、議案第

１１号、議案第１２号及び議案第１４号から議案第１６号までの１４議案を一括議題と

いたします。 

  提出者より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（西谷信夫） それでは、議案第１号から第９号、議案第１１号から第１２号及び

議案第１４号から第１６号までの１４議案につきましてご説明を申し上げます。 

  議案第１号、平成２６年度宇治田原町一般会計予算につきましては、国の交付金や起

債をはじめ、財政調整基金を積極的に活用し、「安心・安全」「まちづくり・成長基盤
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整備」「産業・観光振興」「福祉・健康長寿」「教育」の重点施策を牽引、推進する事

業に対して、積極かつ重点的に予算配分を行い、前年度対比７．２％増、金額にして

２億７，９００万円増の予算総額４１億４，８００万円の新年度予算を編成したところ

でございます。 

  まず、「第１表 歳入歳出予算」ですが、歳入については、平成２６年度地方財政計

画に見込まれている数値や前年度の収入見込額等を基に、適正な歳入見積額の算定に努

め、収支の均衡を図り予算を計上しています。 

  町税は、前年度収入見込額や今後の景気動向等を考慮し、０．３％増の１５億

２，４６９万８，０００円を計上しています。 

  地方譲与税は、地方揮発油譲与税及び自動車重量譲与税を合わせたものであり、前年

度収入見込み額及び地方財政計画を基に算定し、全体で２．１％減の４，２１０万円を

計上しています。 

  地方消費税交付金などの各種交付金は、前年度支出見込額及び地方財政計画をもとに

算定し、合計で５．８％増の１億７，８７０万円を計上しています。 

  地方交付税については、国の地方財政計画において、総額１．０％の減額が示される

とともに、普通交付税を算定する上での基準財政収入額の減を考慮し、普通交付税は

１０．０％増の７億７，０００万円で計上するとともに、特別交付税を前年度同額の

１億２，０００万円を見込み、地方交付税全体としては８．５％増の８億９，０００万

円を計上しています。 

  分担金及び負担金は、災害復旧費に係る分担金の増はあるものの、第３子に対する保

育料軽減施策の実施による負担金の減などにより、１．４％減の４，９４４万

２，０００円を計上しています。 

  使用料及び手数料は、道路占用料や戸籍手数料、町営住宅や住民体育館等の施設使用

料などであり、前年度収入見込額等をもとに算定し、０．１％減の４，８８３万

２，０００円を計上しています。 

  国庫支出金は、臨時福祉給付金に係る補助金や防災・安全交付金の増加などにより、

６．８％増の３億４，０９９万７，０００円を計上しています。 

  府支出金では、昨年度の台風１８号災害に係る農林水産施設災害復旧費補助金等によ

り、４８．０％増の３億８，５０５万５，０００円を計上しています。 

  財産収入は、各種基金の運用利子などであり、前年度収入見込み額等をもとに算定し、

２．７％増の８５１万２，０００円を計上しています。 
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  寄附金は、公共施設整備寄附金などであり、前年度同額の１００万２，０００円を計

上しています。 

  繰入金は、歳入不足を補うため、財政調整基金繰入金１億７，０００万円を計上する

とともに、事業の特定財源として、地域づくり振興基金繰入金３，４１５万円公共施設

整備基金繰入金６，４６０万円、地域福祉振興基金繰入金７１７万円等を計上し、繰入

金全体では２３．８％増の２億７，６３０万１，０００円を計上しています。 

  繰越金は、決算剰余金が生じた場合、翌年度の財源として繰り越すものとして

１，０００万円を計上しています。 

  諸収入は、前年度収入見込額等をもとに算定し、２４．６％減の３，６３６万

１，０００円を計上しています。 

  町債は、地方交付税の代替措置として発行する臨時財政対策債を５．７％減の２億

４，５５０万円を計上しています。 

  また、道路橋りょう改良舗装事業債などの建設事業債は、１２２．６％増の１億

７３０万円を計上し、町債全体では２．６％増の３億５，６００万円を計上しています。 

  次に歳出ですが、議会費では、議員報酬や議会の活動に要する経費など７，８００万

４，０００円を計上しています。 

  総務費では、総務管理費、徴税費、戸籍住民基本台帳費、選挙費、統計調査費、監査

委員費の６項目で、５億６９４万３，０００円を計上しています。 

  総務管理費では、３億９，０６９万７，０００円を計上しています。 

  経費の内容といたしましては、住民の安心安全に資するため、旧田原交番跡地に青色

回転灯のついた「安心安全防犯ステーション（仮称）」を、町内産材を活用して整備す

る経費を計上するとともに、人権政策や男女共同参画の推進、国際交流事業や平和推進

啓発事業、職員研修やＩＴ化の推進に要する費用を計上しています。 

  また、将来を展望した施設のあり方やまちづくりも踏まえつつ、建設に係る基本構想

及び基本計画を策定するための新庁舎建設計画事業費をはじめ、庁舎維持管理費などを

計上しています。 

  さらに、町施策の基本となる計画を策定するため、第５次まちづくり総合計画策定事

業費を計上するとともに、ともに創るまちづくり推進事業をはじめ、奥山田考房・里づ

くり事業、旧奥山田小学校跡地を活用した奥山田ふれあい交流館の管理運営に要する費

用を計上しています。 

  また、安心・安全なまちづくりを推進するため、自主防災組織へ防災資材を配布する
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とともに、地区ごとにニーズの異なる防災資機材の自主的な整備に対する助成経費をは

じめ、将来の地域防災を担う人材の育成のため、各地区の自主防災会等が、児童で組織

する「キッズ防火隊」を通じて、幼年期から防災意識の涵養を図るとともに、防災の広

報啓発活動を推進する経費などを計上しています。 

  そのほか、町内で運行される路線バスの停留所を、町内産材を活用して整備を図るほ

か、コミュニティーバス運行管理補助金、住民協働の核となる区・自治会の活動を支援

する経費や集会所等整備事業補助金などを計上しています。 

  徴税費では、京都地方税機構負担金や固定資産評価整備事業費など６，４１２万

２，０００円を計上しています。 

  戸籍住民基本台帳費では、戸籍電算化導入事業費や住民基本台帳ネットワークシステ

ムの運営経費など４，０９６万円６，０００円を計上しています。 

  選挙費では、選挙管理委員会の運営費をはじめ、本年４月の京都府知事選挙に要する

経費など９２３万７，０００円を計上しています。 

  統計調査費では、各種指定統計調査費として、農林業センサス、経済センサス統計調

査などに要する経費１５９万３，０００円を計上しています。 

  監査委員費では、町の財務執行や出納管理などの監査に要する経費として３２万

８，０００円を計上しています。 

  民生費では、社会福祉費、児童福祉費の２項目で１２億６，０８２万６，０００円を

計上しています。 

  社会福祉費では、８億５，２２４万円を計上しています。 

  経費の内容といたしましては、障がい者が地域で安心して生活を送ることができるよ

う、町内の社会福祉法人が新たに建設するケアホーム等の障がい者福祉施設の整備費用

に対しての町独自に助成する経費をはじめ、臨時福祉給付金などの経費を新たに計上し

ています。 

  また、高齢者福祉の充実を図るため、配食や移送サービスの提供など高齢者の日常生

活を支援する事業をはじめ、高齢者の交流の場づくりに対する助成支援、敬老会の開催

や敬老祝い金の支給、高齢者の熱中症対策に要する経費などを計上し、本町独自の高齢

者施策を実施します。 

  さらに、出生から中学校修了まで医療費助成を行う「子育て支援医療費支給事業」を

継続するとともに、既存の障がい者施設への運営支援、福祉バス運行事業、福祉応援金

支給事業、くらしの資金貸付事業など、本町独自に展開する福祉施策に要する経費を計
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上し、さらなる福祉の充実を図ります。 

  そのほか、国民健康保険特別会計や介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計への

繰出金をはじめ、障がい者自立支援給付等事業費や老人医療費支給事業費、後期高齢者

医療事業費など、制度上必要な経費のほか、老人福祉センターの運営経費や町内産材を

活用してやすらぎ荘の浴室を整備する経費などを計上しています。 

  児童福祉費では、４億８５８万６，０００円を計上しています。 

  経費の内容につきましては、「子ども・子育て支援法」制定を受け、地域の保育事情

を踏まえた子育て支援事業計画の策定経費を計上するとともに、地域ぐるみの子育て支

援を推進するため、ファミリー・サポート事業をはじめ地域子育て支援センター事業や

子育て短期支援事業、家庭支援カウンセリング事業などに要する経費を計上しています。 

  そのほか、児童手当支給事業費、子育て世帯臨時特例給付金など、制度上必要な経費

を計上しています。 

  また、入所児の安心安全対策の向上のため、モニターつきインターホン、遠隔操作で

解錠施錠ができる電気錠を設置し、外部からの不審者の侵入を未然に防ぐための整備費

を計上するなど、保育所環境の充実を図ります。 

  衛生費では、保健衛生費、清掃費の２項目で３億５，７８１万７，０００円を計上し

ています。 

  保健衛生費では、１億５，７６５万３，０００円を計上しています。 

  保健衛生関係経費の内容としましては、健康長寿のまちづくりを推進するため、

２７年度に中間評価、見直し期間を迎える「健やかうじたわら２１プラン」改定事業費

を計上するとともに、健康づくり「買い物ポイント」事業、スリムで健康事業など、本

町独自事業に要する経費をはじめ、母子保健事業や健康増進事業、妊婦健康診査への助

成支援など、住民の健康増進を図る経費を計上しています。 

  さらに、重大疾病の早期発見・治療を図るため、節目のがん検診推進事業や脳の疾患

早めの発見検診助成事業をはじめ、高齢者人間ドック事業、各種がん検診事業など、各

種検診事業に要する経費を計上しています。各種がん検診については、前立腺がん検診

を新たに対象とし、胃がん検診の拡充も図ります。 

  そのほか、水道事業会計負担金をはじめ、奥山田地区簡易水道事業特別会計繰出金な

どを計上しています。 

  環境衛生関係経費の内容としましては、薪・木質ペレットストーブ設置補助金や住宅

用太陽光発電システム設置補助事業に要する経費などを計上しています。また、持続可
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能な社会の実現に向けた取り組みとして、住民の自主的な環境活動を促進する経費を計

上するとともに、環境への意識向上を図るため、これまでの生ごみ処理機等購入補助に

加え、新たに雨水貯留整備の購入に対しても補助を行います。 

  そのほか、生活環境の保全を図るため、環境保全調査事業や不法投棄対策事業、合併

処理浄化槽設置整備事業などに要する経費を計上しています。 

  清掃費では、平成２７年からプラマーク容器の分別収集が開始されることに伴い、周

知・啓発のための経費を計上するほか、不燃物収集事業費や資源化物収集事業費、ごみ

処理に要する城南衛生管理組合への負担金など、２億１６万４，０００円を計上してい

ます。 

  労働費では、雇用対策として、町内企業の正規職員雇用を促進する助成経費をはじめ、

合同就職説明会の開催経費を計上するなど、１，８３０万円を計上しています。 

  農林水産業費では、農業費、林業費、水産業費の３項目で、１億３，３２１万

４，０００円を計上しています。 

  農業費では、９，６８７万２，０００円を計上しています。 

  経費の内容といたしましては、農林業の振興を図るため、農業共同施設の設置や農機

具の共同化・近代化に対する農林業振興事業費補助金をはじめ、高品質な玉露・てん茶

の生産に必要な被覆棚整備や荒廃茶園の改植に対する補助事業に要する経費や、出品茶

対策に要する経費などを計上しています。 

  そのほか、耕作放棄地の拡大防止を図るため、急傾斜地にある田畑への直接支払交付

金や町単費による転作助成経費を計上するとともに、農業の担い手対策や野菜経営の安

定化対策、戸別所得補償制度に要する経費などを計上しています。 

  また、茶園造成後約４８年が経過し、茶樹の老齢化と急傾斜地形で作業効率が悪化し

ている湯屋谷地区の大福集団茶園の再造成することにより、生産性の向上を図り、更な

る宇治茶の生産振興を目指すため、再造成に要する経費を計上するとともに、農業の生

産性を高めるため、町単費土地改良事業補助金に要する経費などを計上しています。 

  林業費では、３，６１９万２，０００円を計上しています。 

  経費の内容といたしましては、健全な森林環境の保全を図るため、間伐及び間伐材の

搬出、森林作業道の整備など造林整備に対する各種補助金をはじめ、企業との協働によ

るモデルフォレスト事業や林道補修に要する経費を計上するとともに、この間の豪雨災

害、台風災害を踏まえ、林地内の伐倒木等の流出による人家等への被害を防止するため

の林地内危険木緊急撤去事業費を計上しています。 
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  また、猟友会や地域住民、関係機関との連携・協力のもとで取り組む有害鳥獣の駆除

や被害防止に要する経費のほか、野猿等による被害調査、追い払い経費などを計上して

います。 

  水産業費では、漁業組合助成金１５万円を計上しています。 

  商工費では、４，６８８万８，０００円を計上しています。 

  商工関係経費の内容としましては、厳しい経営環境下にある町内の商店・企業を支援

するため、販売促進や販路開拓等の経営改善の取り組みに対する助成経費をはじめ、町

商工会によるプレミアム商品券発行事業に対する助成経費を計上するとともに、企業の

負担を軽減し経営の安定化を図るため、信用保証料や融資利子に対する助成支援や経営

指導を実施する商工会への助成に要する経費を計上しています。 

  観光関係経費の内容といたしましては、町の豊かな自然や文化、歴史などの既存の資

源はもとより、外から見た地域の新たな観光資源を把握認識することからはじめ、今後、

新名神高速道路の宇治田原インターの開業など、地域へのアプローチが大きく変わろう

とすることを踏まえ、今後の本町の取り組むべき観光に対するビジョンを明確にし、そ

の基本となる観光振興計画を策定するための経費など計上しています。 

  土木費では、土木管理費、道路橋りょう費、河川費、住宅費、都市計画費の５項目で

５億３，６７９万円を計上しています。 

  土木管理費では、職員人件費など一般管理経費３，６７０万３，０００円を計上して

います。 

  道路橋りょう費では、２億２，７７８万９，０００円を計上しています。 

  経費の内容といたしましては、宇治田原山手線整備促進住民会議が立ち上げられたこ

とに伴い、同会議の活動経費を助成する予算を計上するとともに、道路ネットワーク検

討事業として、平成３５年の新名神高速道路の宇治田原インター開業を踏まえ、国道、

府道、町道のネットワークのあり方を検討していくため、調査と協議を実施するための

経費を計上しています。 

  また、宇治田原山手線の国道３０７号以北分の設計・測量等に要する経費をはじめ、

主要町道の計画的な整備を図り、住民生活の利便性・安全性・快適性を確保するため、

郷之口湯屋谷線の道路拡幅改良工事に要する経費を計上するほか、町内各所の生活道路

の改良に要する経費を計上しています。 

  そのほか、交通安全対策として、夜間やカーブ地点の道路の安全性を高めるため、安

全灯やカーブミラーの整備費を計上するとともに、朝夕の交通量が著しく増大している
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町道路線における交通安全対策に要する経費や、児童生徒の通学時における交通安全指

導員の配備経費などを計上しています。 

  河川費では、この間の豪雨災害、台風災害を踏まえ、災害に強いまちづくりを推進す

るため、町管理河川の拡幅、護岸改修などに要する経費など４，３３５万円を計上して

います。 

  住宅費では、町営住宅耐震診断のための経費など２１９万１，０００円を計上してい

ます。 

  都市計画費では、建築物耐震改修促進計画改定事業費、木造住宅の耐震診断及び改修

助成費を計上するとともに、新名神高速道路建設促進対策費や都市公園の維持管理費、

公共下水道事業特別会計繰出金など、合わせて２億２，６７５万７，０００円を計上し

ています。 

  消防費では、２億２，８９９万円を計上しています。 

  経費の内容といたしましては、京田辺市消防本部に消防事務を委託する経費を計上す

るとともに、宇治田原分署に配備している消防自動車、救急自動車の維持管理経費を計

上するほか、分署施設の維持管理費などを計上しています。 

  また、消防団活動に要する経費をはじめ、消防団に多機能型消防車両を配備する経費

を計上するとともに、消防団車両や消防設備等の維持管理費のほか、消防団支援隊活動

事業費などを計上しています。 

  教育費では、教育総務費、小学校費、中学校費、社会教育費、保健体育費の５項目で

４億５，９２９万８，０００円を計上しています。 

  教育総務費では、９，７６７万１，０００円を計上しています。 

  経費の内容としましては、小中一貫教育を推進するため、臨時教員の配置や小中学

校・保護者・地域住民等で構成する推進協議会の運営経費を計上しています。 

  また、学校教育力向上支援のため、教育課程の編成等に当たる専門教員を増員するほ

か、児童生徒の英語力を高めるため、英語指導助手を２名配置する経費を計上していま

す。 

  そのほか、鉄軌道のない本町の地理的条件を踏まえ、本町独自施策として実施してい

る高校生通学費補助金やその他奨学金に要する経費を計上し、高校就学支援の充実を図

ります。 

  小学校費では、６，９３４万円を計上しています。 

  経費の内容といたしましては、教育環境の維持・確保を図るため、パソコン等の情報
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ネットワーク機器をはじめとする学校施設の維持管理に要する経費のほか、校内安全巡

視員の設置に要する経費などを計上しています。 

  また、発達障がいのある児童生徒の教育支援を行うため、本町独自施策として、特別

支援補助教員を各小学校に１名（計２名）配置する経費を計上するとともに、児童の学

力充実・向上を図るため、町独自の補助教員（各校１名）の配置や学力診断テストの実

施に要する経費などを計上するとともに、宇治田原に誇りと愛着心を持つ児童生徒の育

成を図るため、町独自事業として実施するお茶に関する学習授業に要する経費も計上し

ています。 

  さらに、児童の読書活動の普及や国語力の向上を図るため、学校図書室の蔵書整備や

図書館司書の配置に要する経費を計上するとともに、理科・算数教育の充実を図る教材

備品の購入経費などを計上しています。 

  そのほか、就学援助・奨励事業費やスクールバス運行費などを計上しています。 

  中学校費では、４，０７０万１，０００円を計上しています。 

  経費の内容といたしましては、英語力の向上を図るため、英語検定を一つの目標とし

て学習意欲の向上を図ることとし、受験費用を助成する経費を計上しております。 

  また、小学校と同様、学力充実・向上を図るための経費をはじめ、お茶に関する学習

授業の実施や理科・数学教材の購入に要する経費、学校図書室の運営経費を計上するほ

か、就学援助・奨励事業費やスクールバス運行費、通学ヘルメット支給に要する経費を

計上しています。 

  社会教育費では、１億３，０７８万４，０００円を計上しています。 

  経費の内容としましては、郷土愛を育み地域を再認識する文化活動として、宇治田原

ふるさと文化賞実施事業を新たに実施することをはじめ、生涯学習推進事業や文化協会

助成金を計上しています。 

  文化財保護の取り組みとしては、文化財の管理保全経費や田原祭保存継承助成金など

を計上しています。 

  町立図書館の取組として、読書環境の充実を図るため、計画的な図書購入に要する経

費を計上するとともに、住民の読書活動を推進するため、小学校図書室への図書資料の

貸し出しや読み聞かせボランティアの養成に要する経費などを計上しています。 

  そのほか、地域の子育て機能・教育力を生かす取組として、放課後子ども教室推進事

業をはじめ、学社連携事業等に取り組むＰＴＡや子供会に対する助成支援に要する経費

などを計上するほか、ことぶき大学の開催経費や成人式開催費、まるやま交流館の維持
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管理に要する経費などを計上しています。 

  保健体育費では、１億２，０８０万２，０００円を計上しています。 

  経費の内容としましては、スポーツの普及・振興を図るため、体育協会活動に対する

助成支援をはじめ、スポーツ推進委員会が実施するニュースポーツフェスティバルやト

ライアルキッズ事業に要する経費などを計上するとともに、トレーニングルームの利用

にポイントを付与する「“貯筋”カード」を発行し、筋力トレーニングのきっかけづく

りとして、利用の促進を図るための経費を新たに計上しています。 

  また、住民体育館やトレーニングセンター、住民プールをはじめ、住民グラウンドや

奥山田グラウンドふれあい広場の運営管理費などを計上しています。 

  そのほか、学校給食関係の取り組みとして、子どもの食育を推進するため、特産品で

あるお茶を使った献立による給食試食会の開催や保護者参観日での給食提供などに要す

る経費を計上するほか、学校給食の実施に要する経費を計上しています。 

  災害復旧費では、昨年の台風被害による復旧事業費等の経費として、農林水産施設災

害復旧費、公共土木施設災害復旧費の２項目で、１億１，８２５万３，０００円を計上

しています。 

  公債費では、平成２５年度末長期債現在高見込３９億６，２３４万円に対する元利償

還金及び一時借入金利子として、４億６７万７，０００円を計上しています。 

  次に、「第２表 債務負担行為」につきましては、第５次まちづくり総合計画策定事

業の平成２７年度までの債務負担の限度額を定めるものでございます。 

  次に、「第３表 地方債」につきましては、道路橋りょう改良舗装事業債をはじめ、

災害復旧事業債や臨時財政対策債について、起債の限度額などを定めるものでございま

す。 

  続きまして、議案第２号、平成２６年度宇治田原町国民健康保険特別会計（事業勘

定）予算につきましては、予算総額は、歳入歳出それぞれ１０億９，５７６万

６，０００円で、前年対比８．９％の増となっています。 

  歳入では、国民健康保険税２億５，５３１万８，０００円、国庫支出金２億

５，４１２万９，０００円、療養給付費等交付金５，９７７万５，０００円、前期高齢

者交付金２億２，１４７万８，０００円、府支出金７，７８５万８，０００円、共同事

業交付金１億２，２３５万６，０００円、繰入金１億３３９万２，０００円などを計上

しています。 

  歳出では、保険給付費７億２，３７９万４，０００円、後期高齢者支援金１億
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３，７９１万９，０００円、介護納付金５，８８９万４，０００円、共同事業拠出金

１億２，１７１万７，０００円、保健事業費２，０９０万円５，０００円などを計上し

ています。 

  続きまして、議案第３号、平成２６年度宇治田原町後期高齢者医療特別会計予算につ

きましては、予算総額は、歳入歳出それぞれ８，８５３万７，０００円で、前年対比

０．１％の減額となっています。 

  歳入では、後期高齢者医療保険料６，０７４万６，０００円、繰入金２，４９９万

３，０００円などを計上しており、歳出では、後期高齢者医療広域連合納付金

８，２２０万円などを計上しています。 

  引き続きまして、議案第４号、平成２６年度宇治田原町介護保険特別会計予算につき

ましては、予算総額は、歳入歳出それぞれ７億２，４６２万円で、前年度対比４％の増

額となっています。 

  まず、「保険事業勘定」ですが、歳入では、保険料１億４，２８１万６，０００円、

国庫支出金１億５，４１８万５，０００円、支払基金交付金１億９，６３６万

６，０００円、府支出金１億２７７万１，０００円、繰入金１億２，５９４万

２，０００円などを計上しております。歳出では、保険給付費６億７，１４４万

１，０００円、地域支援事業費２，６４４万２，０００円などを計上しています。 

  続きまして、「介護サービス事業勘定」ですが、歳入では、サービス収入として予防

給付費収入２２５万３，０００円、歳出では、事業費として居宅介護支援事業費

２２５万３，０００円などを計上しています。 

  続きまして、議案第５号、平成２６年度宇治田原町奥山田地区簡易水道事業特別会計

予算につきましては、予算総額は、歳入歳出それぞれ５，６７９万４，０００円で、前

年対比２１．４％の増額となっています。 

  まず、「第１表 歳入歳出予算」ですが、歳入では、分担金及び負担金１６万円、使

用料及び手数料４７５万８，０００円、府支出金５６万８，０００円、繰入金

２，３２０万７，０００円、町債２，８００万円などを計上しています。 

  歳出では、維持管理費７９２万４，０００円、事業費２，８０１万８，０００円、公

債費２，０８４万２，０００円などを計上しています。 

  次に、「第２表 地方債」については、簡易水道事業債の起債限度額などを定めるも

のでございます。 

  続きまして、議案第６号、平成２６年度宇治田町公共下水道事業特別会計予算につき



２５ 

ましては、予算総額は、歳入歳出で７億９２０万円、前年対比５１％の増額となってい

ます。 

  まず、「第１表 歳入歳出予算」ですが、歳入では、分担金及び負担金１，０６３万

円３，０００円、使用料及び手数料６，７２１万円、国庫支出金１億４，７５０万円、

繰入金２億２６５万２，０００円、諸収入４，０００万５，０００円、町債２億

４，０６０万円などを計上しています。 

  歳出では、総務費１億２，５２７万２，０００円、公共下水道事業費３億

６，８１３万円、浄化槽整備推進事業費５３２万３，０００円、公債費２億９９７万

５，０００円などを計上しています。 

  次に、「第２表 債務負担行為」については、公共下水道の根幹的施設である処理場

及び中継ポンプ場に係る整備事業費２億６，４１０万円の債務負担行為を設定するもの

でございます。 

  次に、「第３表 地方債」については、公共下水道事業債などにおいて起債限度額な

どを定めるものです。 

  続きまして、議案第７号「平成２６年度宇治田原町水道事業会計予算」につきまして

は、支出予算総額は、５億６８８万３，０００円で、前年対比１２．５％の減額となっ

ています。 

  まず、収益的収入及び支出の予算額について、水道事業収益２億６，４７０万

７，０００円、水道事業費用２億５，４２８万９，０００円を計上しています。 

  水道事業収益では、営業収益の給水収益２億７０万円、営業外収益の受取利息

１５７万４，０００円などを計上しており、水道事業費用では、営業費用の原水及び浄

水費６，０４３万７，０００円、減価償却費１億１，１００万８，０００円、営業外費

用の支払利息及び企業債取扱諸費１，０１２万３，０００円などを計上しています。 

  次に、資本的収入及び支出の予算額については、資本的収入６，２３４万

４，０００円、資本的支出２億５，２５９万４，０００円を計上しています。 

  資本的収入では、負担金５，３５９万５，０００円などを計上しており、資本的支出

では、建設改良費の配水設備改良費５，３７０万円、拡張事業費１億７０万円、企業債

償還金５，１８９万７，０００円などを計上しています。 

  なお、資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額１億９，０２５万円は、過年

度分損益勘定留保資金等で補塡することとしております。 

  続きまして、議案第８号、宇治田原町まちづくり総合計画策定条例を制定するにつき
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ましては、改正前の地方自治法第２条第４項では、「市町村は、その事務を処理するに

当たっては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図る

ための基本構想を定め、これに即して行うようにしなければならない」と規定されてい

たところでございますが、国の地域主権改革下、平成２３年５月２日に「地方自治法の

一部を改正する法律」が公布され、当該条項が削除され、基本構想の法的な策定義務が

なくなり、策定及び議会の議決を経るかどうかは市町村の独自の判断に委ねられること

となりました。 

  これを受け、今後とも計画的な行政運営を行うために、各行政分野の上位計画となる

「総合計画」の策定は必要であるとの判断のもと、その策定根拠となる条例を制定する

ものでございます。 

  続きまして、議案第９号、宇治田原町奥山田ふれあい交流館の設置及び管理に関する

条例を制定するにつきましては、平成１９年度に閉校となりました奥山田小学校の校舎

等を住民の皆様等が主体的に活動及び交流できる施設として整備しておりますことから、

その設置及び管理に関する条例を制定するものでございます。 

  続きまして、議案第１１号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例を制定するにつきましては、以前より綴喜医師会より要望

のありました学校歯科医に係る児童生徒の人数割報酬につきまして、学校医のそれにあ

わせて改正するとともに、保育所歯科医についても同様の改正を行うものでございます。

また、労働安全衛生法により義務づけられている産業医を平成２６年度より設置するこ

とに伴い、その報酬を新規制定するものでございます。 

  続きまして、議案第１２号、宇治田原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例を制定するにつきましては、「宇治田原町職員の給与に関する条例」を平成２５年

８月８日の人事院勧告に基づき、所要の改正を行うものでございます。 

  改正内容は、給与構造改革期間中に抑制されてきた昇給を平成２６年４月１日現在で

４５歳に満たない職員を対象に、昇給抑制を受けた回数等を考慮して、最大１号給上位

に調整するものでございます。 

  続きまして、議案第１４号、宇治田原町町内雇用促進条例の一部を改正する条例を制

定するにつきましては、町内の求職者を新規雇用した事業者に対して、引き続き助成金

を交付するに当たり、既定の失効期日を延長するため、本条例を改正するものでござい

ます。 

  続きまして、議案第１５号、宇治田原町水道事業給水条例の一部を改正する条例を制
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定するにつきましては、平成２６年４月１日に消費税及び地方消費税率が引き上げられ

ることに伴い、水道料金について所要の改正を加えるもので、改正内容は料金の額を現

行の内税表記から外税表記へと改め、消費税法改正後の消費税及び地方消費税を転嫁す

るものでございます。 

  引き続きまして、議案第１６号「宇治田原町公共下水道使用料及び手数料条例の一部

を改正する条例を制定する」につきましては、平成２６年４月１日に消費税及び地方消

費税率が引き上げられることに伴い、下水道使用料について所要の改正を加えるもので、

改正内容は使用料の額を現行の内税表記から外税表記へと改め、消費税法改正後の消費

税及び地方消費税を転嫁するものでございます。 

 以上、よろしくご審議を賜り、ご可決賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（田中 修） 提案理由の説明が終わりましたので、各議案に対する質疑を行いま

す。 

  議案第１号に対する質疑を行います。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 議案第１号に対する質疑を終わります。 

  議案第２号に対する質疑を行います。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 議案第２号に対する質疑を終わります。 

  議案第３号に対する質疑を行います。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 議案第３号に対する質疑を終わります。 

  議案第４号に対する質疑を行います。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 議案第４号に対する質疑を終わります。 

  議案第５号に対する質疑を行います。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 議案第５号に対する質疑を終わります。 

  議案第６号に対する質疑を行います。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 議案第６号に対する質疑を終わります。 

  議案第７号に対する質疑を行います。ございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 議案第７号に対する質疑を終わります。 

  議案第８号に対する質疑を行います。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 議案第８号に対する質疑を終わります。 

  議案第９号に対する質疑を行います。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 議案第９号に対する質疑を終わります。 

  議案第１１号に対する質疑を行います。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 議案第１１号に対する質疑を終わります。 

  議案第１２号に対する質疑を行います。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 議案第１２号に対する質疑を終わります。 

  議案第１４号に対する質疑を行います。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 議案第１４号に対する質疑を終わります。 

  議案第１５号に対する質疑を行います。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 議案第１５号に対する質疑を終わります。 

  議案第１６号に対する質疑を行います。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 議案第１６号に対する質疑を終わります。 

  以上で、各議案に対する質疑を終わります。 

  お諮りいたします。ただいま議案となっております１４議案につきましては、予算特

別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 異議なしと認めます。よって、議案第１号から議案第９号、議案第

１１号、議案第１２号及び議案第１４号から議案第１６号までの１４議案は、予算特別

委員会に付託の上、審査することに決しました。 
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────────────────────────────────────────── 

◎予算特別委員会の設置について 

○議長（田中 修） 日程第２３、予算特別委員会の設置についてを議題といたします。 

  予算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第６条第４項の規定により、議

員１２名を指名いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 異議なしと認めます。よって、議員１２名を予算特別委員会委員に

選任することに決しました。 

  ここで暫時休憩をいたします。 

  直ちに予算特別委員会を開催いたしますので、委員会室にご参集をお願い申し上げま

す。 

休憩   午前１０時２８分 

再開   午前１０時３５分 

○議長（田中 修） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

  ただいま休憩中に予算特別委員会を開催し、委員長並びに副委員長の選任が行われま

したので、その結果を発表いたします。 

  予算特別委員会委員長に上林昌三君、副委員長に谷口重和君と決定されましたので、

ご報告申し上げます。 

  お諮りいたします。本日の日程は全部終了いたしましたので、本日はこれにて散会い

たしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 異議なしと認めます。よって、本日はこれにて散会することに決し

ました。 

  次回は３月１０日午前１０時から会議を開きますので、ご参集のほど、よろしくお願

い申し上げます。 

  なお、本日付託いたしました議案につきましては、それぞれ所管の委員会において十

分な審査をお願いいたします。 

  本日は大変ご苦労さまでございました。 

散  会   午前１１時３６分 
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